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１ 適用 

  本実施要領書は、価格その他の条件が水道局にとって も有利なものをもって申し込

みをした者を落札者として決定する総合評価落札方式（簡易型）を試行する次の工事に

適用します。 

（１）工事名：鶴見ポンプ設備改良工事【契約番号：0752010212】 

（２）工事場所：鶴見区馬場三丁目 29 番 32 号 

（３）工事概要 

   ・自動制御・計装設備 製作・据付 一式 

   ・工業計器 製作・据付 一式 

   ・電気工事 一式 

   ・撤去工事 一式 

   ・試験調整 一式 

（４）工期：契約締結後 250 日間 

 

２ 実施スケジュール 

  入札公告から落札者決定までのスケジュールは次表のとおりです。 

内  容 日  程 

調達公告 

設計図書のダウンロードの開始 
平成 19 年 ５月 22 日 

技術資料作成に関する質問書提出期限 平成 19 年 ５月 28 日 

技術資料作成に関する質問書に対する回答 平成 19 年 ５月 31 日 

技術資料及び入札参加資格確認資料の受付期間 

入札期間 

平成 19 年 ６月 ６日から 

平成 19 年 ６月 12 日まで 

開札予定日（注１） 平成 19 年 ６月 26 日 

落札者決定、評価結果公表（注２） 平成 19 年 ７月 上旬 

 （注１）入札参加者に対して予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札した者

（以下「 低価格入札者」という。）等を通知します。この時点での評価値の計

算はされませんので、当該 低価格入札者が必ずしも落札者となるとは限りませ

ん。 

 （注２）評価値の も高い入札者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、低

入札価格調査を行いますので、落札者の決定及び評価結果の公表は表記日程と異

なる場合があります。 

 

３ 提出を要する書類及び提出方法 

  入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、次のとおり必要書類

を提出してください。 

（１）提出書類及び部数 

  ア 入札公告に定める入札参加資格に関する提出書類（記載内容を証明する書類を含

む。以下「入札参加資格確認資料」という。）  １部 

  イ 別表―１に定める書類（記載内容を証明する書類を含む。以下「技術資料」とい

う。）  ３部 



（２）提出先となる部課名 

   〒231－0017 中区港町１丁目１番地 

   水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

   電話 045（671）3060 

（３）提出方法 

直接持参してください。 

（４）提出期間 

  「２ 実施スケジュール」に定める技術資料及び入札参加資格確認資料の受付期間（土

曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で） 

（５）その他 

  ア 入札参加資格確認資料及び技術資料の一部でも提出のない場合は、当該入札を無

効とします。 

  イ 入札参加資格確認資料及び技術資料の作成に要する費用は、提出する者の負担と

し、提出した資料等は返還しません。 

  ウ 入札参加資格の確認は、入札公告本文５に定めるとおりです。 

 

４ 技術資料作成に関する質問・回答等 

   技術資料を作成するにあたり質問がある場合は、「現場説明に対する質問書」によ

り「２ 実施スケジュール」に定める期間内（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）に、次の部署に提出してくださ

い。なお、評価基準に関する質問については受付けません。 

   〒240－0044 保土ケ谷区仏向町 1852 番地 

   水道局浄水部設備課（西谷第２分庁舎１階） 

   電話 045（337）0841 

 

５ 技術資料の評価項目及び落札者決定基準 

  技術資料の評価項目及び落札者決定基準は別表―２のとおりです。 

 

６ 技術資料の要求要件及び欠格事由 

  各評価項目において、一項目でも「欠格」に該当する場合（資料に記載がない、無関

係の記載しかない等不適切な内容の場合）には、要求要件を満たしていないと判断しま

す。この場合、技術評価点を計算せず、落札者としません。 

  また、本件工事における評価項目の詳細及び用語の定義は以下のとおりとします。 

（１）施工上配慮すべき事項は、「ポンプ場監視制御システム新旧設備切り替え時の対

応の適切性」とします。 

（２）安全管理に留意すべき事項は、「現場作業における安全計画の適切性」とします。 

（３）同種工事とは、「監視制御・計装盤設備工事」をいいます。 

 

７ 入札及び開札 

（１）入札は電子入札により行います。 

（２）入札方法等は入札公告本文３に定めるとおりです。 



（３）入札期間は、「２ 実施スケジュール」で示した期間（土曜日、日曜日及び祝日

を除く毎日午前９時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで）のとおり

です。 

（４）開札予定日に入札参加者に対して 低価格入札者名、当該入札金額及び調査基準

価格を通知します（この時点では評価値の計算はされていませんので、当該 低価

格入札者が必ずしも落札者となるとは限りません。）。 

 

８ 総合評価落札方式による評価の方法 

（１）技術資料の審査及び技術評価点の算出 

   ア 提出された技術資料について、別表―２の技術資料の評価基準等に基づき厳正

かつ公平に評価、審査します。 

   イ 審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、審査の過程において、提案

内容に対するヒアリングを行う場合があります。実施する場合のみ該当者に連絡

します。 

   ウ 技術資料の審査の基準日は「２ 実施スケジュール」に定める入札期間の 終 

 日（技術資料の受付期間の 終日）とします（ただし、基準日を別に定める場合

を除きます。）。 

エ 審査の結果、評価項目ごとの 低限の要求要件を満たす場合に標準点（１００

点）を与え、さらに技術資料の内容に応じて、評価基準に基づき加算点を与え、

技術評価点を算出します。 

 技術評価点＝標準点（100 点）＋加算点 

オ 評価項目のうち、一項目でも「欠格」の評価基準に該当した場合は、要求要件

を満たしていないと判断し、技術評価点の算出を行わず、落札者としません。 

（２）評価値の算出 

（１）により技術評価点を算出した後、開札を行い、次の式により評価値を算出

します。 

     評価値＝技術評価点／入札価格＝（標準点＋加算点）／入札価格 

     ただし、算出方法は以下のとおりとします。 

   ア 標準点は 100 点とします。 

   イ 上記の入札価格は消費税及び地方消費税を除いた価格とし、単位は億円単位と

します。 

   ウ 評価値は、小数点以下第４位未満を切り捨てます。 

 

 ９ 落札者の決定方法 

（１）次のアからエまでの要件にすべて該当する入札者のうち、８（２）により算出す

る評価値が も高い者を落札予定者とします。なお、評価値が も高い者が２者以

上あるときには、当該者にくじを引かせて落札予定者を決めます。 

  ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

  イ 入札者が提出した技術資料が、６に定めた 低要求要件をすべて満たしている

こと。 

  ウ 評価値が標準点を予定価格（単位：億円）の 105 分の 100 で除して得た数値を

下回っていないこと。 



  エ 入札公告に定める入札参加資格をすべて満たしていること。 

（２）評価値の も高い者の入札価格が調査基準価格未満である場合の取扱は入札公告

本文７によります。 

（３）落札予定者が決定した後に、学識経験者の意見聴取を行い、その結果を考慮し、

落札者を決定します。 

 

10 評価結果等の公表 

   評価結果等（落札者及び入札者の評価結果等）は、落札者の決定後、横浜市ホーム

ページで公表します。 

 

11 落札者の施工方法等 

   落札者は、提出した技術資料に基づき施工しなければなりません。また、技術提案

等に係る設計変更等は原則として行いません。 

 

12 技術提案等が達成されなかったときの取扱 

（１）入札参加者の技術資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、

横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱の規定に基づき停止措置

等を行います。 

（２）落札者の技術提案等が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力により達

成されない場合を除き、落札者は水道局の指定する期間内に次の式により算出した

違約金を支払わなければなりません。 

    違約金（税抜き）＝Ａ－{（Ｂ＋Ｃ２）／（Ｂ＋Ｃ１）}×Ａ 

    Ａ：当初の入札価格 

    Ｂ：標準点（100 点） 

    Ｃ１：入札時の技術提案等に基づく加算点 

    Ｃ２：技術提案等が達成できなかった場合の加算点 

    計算の過程では、小数点以下第４位未満を切り捨てます。 

 

13 評価結果に対する苦情申立て 

   評価結果に対して不服がある入札参加者は、書面により次のとおり苦情を申し立て

ることができます。 

 （１）申立て先 

   〒240－0044 保土ケ谷区仏向町 1852 番地 

   水道局施設部技術監理課（西谷第２分庁舎４階） 

電話 045（331）6600 

（２）申立て期間 

   評価結果の公表の日から起算して、14 日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 

14 その他 

（１）水道局が配布する資料等は入札参加に係る検討以外で使用することを禁じます。 

（２）提出された技術資料の内容については、その後の工事において、その内容が一般



的に使用されている状態になった場合には、水道局が無償で使用できるものとしま

す。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではあり

ません。 

（３）技術資料に関する事項が他の者に知られることのないように、取り扱うものとし

ます。また提出者の了承を得ることなく、その一部を採用することはありません。 
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